
川崎市学校運営協議会規則の一部を改正する規

則の制定について



川崎市学校運営協議会規則の一部を改正する規則 

川崎市学校運営協議会規則（平成１８年川崎市教育委員会規則第２号）の一

部を次のように改正する。 

 第１条中「第４７条の６」を「第４７条の５」に改める。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（案１） 
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制 定 理 由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備を

行うため、この規則を制定するものである。 
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川崎市学校運営協議会規則の一部を改正する規則新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市学校運営協議会規則 ○川崎市学校運営協議会規則 

平成18年３月16日教委規則第２号 平成18年３月16日教委規則第２号

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年

法律第162号）第47条の５に規定する学校運営協議会（以下「協議会」とい

う。）について、必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年

法律第162号）第47条の６に規定する学校運営協議会（以下「協議会」とい

う。）について、必要な事項を定めるものとする。 

（以下 略） （以下 略） 
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